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ミニ長期国債先物取引の概要 

項 目 ミニ長期国債先物取引  長期国債先物取引 

立会市場 9:00-11:00、12:30-15:00、15:30-18:00 9:00-11:00、12:30-15:00、15:30-18:00 
取引時間 

ToSTNeT 市場 8:20-15:10、15:30-18:20 8:20-15:10、15:30-18:20 

限月取引の数 ３限月（３・６・９・１２月限月） ３限月（３・６・９・１２月限月） 

取引期間 ９か月 ９か月 

取引単位 額面１，０００万円 額面１億円 

基準値段 同一限月の長期国債先物取引の基準値段 前取引日の清算値段 

制限値幅 基準値段の上下３円 基準値段の上下３円 

更新値幅 １０銭 １０銭 

呼値の単位 額面１００円につき５厘（０．５銭） 額面１００円につき１銭 

取引最終日 各限月の２０日の８取引日前の日に終了する取引日 各限月の２０日の７取引日前の日に終了する取引日 

取引開始日 取引最終日の翌々取引日の前場 取引最終日の翌取引日の前場 

最終決済 差金決済 受渡適格銘柄による受渡決済 

最終清算値段 長期国債先物取引の取引最終日の始値 ― 

最終決済期日 取引最終日の翌々営業日 各限月の２０日 

取引の一時中断 長期国債先物取引の発動時に同時に発動 基準値段の上下２円超 

限月間スプレッド取引 

（立会市場のみ） 
あり あり 

 呼値の刻み 額面１００円につき５厘（０．５銭） 額面１００円につき１銭 

証拠金制度 日本証券クリアリング機構により SPAN(R)により計算 日本証券クリアリング機構により SPAN(R)により計算 

ギブアップ制度 あり あり 
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長期国債先物取引におけるミニ取引の導入について 

平成２０年１０月２８日 

株式会社東京証券取引所 

項    目 内    容 備    考 

Ⅰ 趣旨 ・ 国内におけるデリバティブ取引に対する関心の高まり及び我が国金融市場の国際化に

より投資家層が拡大し、また、資産運用の多様化が進むにつれて、より細やかな取引

に対するニーズが高まっています。 

 

 ・ ついては、機関投資家を中心に取引されている長期国債先物取引について、より多様

な取引ニーズに対応し、投資者の利便性及び市場の効率性向上により当取引長期国債

先物取引の機能強化を図る観点から、取引単位を現行の長期国債先物取引の１０分の

１とした「ミニ長期国債先物取引」を導入することとします。 

・ 現在の長期国債先物取引の投資者

は、証券会社、銀行及び海外投資家

に３分されています。 

   

Ⅱ 概要   

１．取引対象   

（１） 標準物 ・ 取引対象は、当取引所が市場デリバティブ取引のために設定した長期国債標準物とし

ます。 

・ 長期国債標準物の条件は、現行どお

り、額面１００円、利率年６％、償

還期限１０年とします。 

（２） 限月取引及び

その数 

・ 各限月取引は、３月２０日、６月２０日、９月２０日及び１２月２０日の８日前（休

業日を除外します。）の日に終了する取引日を当該限月取引の取引最終日とします。

・ 取引期間は９か月。 

・ 長期国債先物取引の取引最終日の前

取引日がミニ長期国債先物取引の取

引最終日となります。 

 ・ 直近の限月取引の取引最終日の翌々取引日の終了する日の午前８時２０分から新たな

限月取引の取引を開始します。 

・ ミニ長期国債先物取引の取引開始日

は、同一限月の長期国債先物取引の取

引開始日と同一とします。 

   

２．取引の仕組み   

（１） 取引方法 ・ 売買システムによる取引とします。  

（２） 取引単位 ・ １取引単位を、額面１，０００万円（長期国債先物取引の１／１０）とします。 ・ 長期国債先物取引では、１取引単位
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項    目 内    容 備    考 

は、額面１億円。 

（３） 基準値段 ・ 同一限月の長期国債先物取引の基準値段と同一の値段とします。 ・ 長期国債先物取引の基準値段は、前取

引日の清算値段。 

（４） 制限値幅 ・ 基準値段の上下３円とします。 ・ 長期国債先物取引と同様。 

（５） 更新値幅 ・ 額面１００円につき１０銭とします。 ・ 長期国債先物取引と同様。 

（６） 呼値の単位 ・ 額面１００円につき５厘（０．５銭）とします。 ・ １ティックの金額は、５００円 

・ 長期国債先物取引は、１銭。 

（７） 取引規制の方

法 

・ 当取引所は、取引の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場

合には、取引又はその受託に関し、制限値幅の縮小及び証拠金差入日時の繰上げ等の

必要な措置を行うことができるものとします。 

・ 長期国債先物取引と同様。 

（８） 立会市場にお

ける取引 

  

ａ 立会時間 ・ 午前９時から１１時まで、午後０時３０分から３時まで及び午後３時３０分から６時

まで（半休日においては、午前９時から１１時まで）とします。 

・ 長期国債先物取引と同様。 

ｂ 取引契約締結の

方法 

・ 個別競争取引とします。 ・ 長期国債先物取引と同様。 

ｃ 取引の一時中断

及び停止 

・ 長期国債先物取引において、取引が一時中断されている場合には、当取引所は、ミニ

長期国債先物取引について、取引を一時中断することとします。 

・ 当取引所は、次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる場合には、ミニ長期国債先物取引を停止

することができるものとします。 

（ａ）ミニ長期国債先物取引の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると

認める場合その他取引管理上取引を継続して行わせることが適当でないと認める場

合 

（ｂ）当取引所の施設に支障が生じた場合等において、当取引所が売買システムによる

取引を継続して行わせることが困難であると認める場合 

・ 長期国債先物取引においては、限月取

引の直前の約定値段（特別気配を含み

ます。）が、基準値段から２円を超え

て上昇（又は下落）した場合に、１５

分間取引を一時中断することとして

います。 

（９） ＴｏＳＴＮｅ

Ｔ市場における取引
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項    目 内    容 備    考 

ａ 立会時間 ・ 午前８時２０分から午後３時１０分まで及び午後３時３０分から６時２０分まで（半

休日においては、午前８時２０分から１１時２０分まで）とします。 

・ 長期国債先物取引と同様。 

ｂ 取引契約締結の

方法 

・ 売呼値又は買呼値のいずれか一方の呼値と当該呼値と対当させるために行われた呼値

とが合致したときに、当該呼値の間に取引を成立させることとします。 

・ 長期国債先物取引と同様。 

ｃ 取引の一時中断

及び停止 

・ 当取引所は、立会によるミニ長期国債先物取引を一時中断した場合には、その間、ミ

ニ長期国債先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引を一時中断することとします。 

・ 当取引所は、次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる場合には、ミニ長国先物取引を停止

することができるものとします。 

（ａ）立会によるミニ長期国債先物取引の停止が行われた場合 

（ｂ）ミニ長期国債先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引の状況に異常があると認める場合又はその

おそれがあると認める場合その他取引管理上ミニ長期国債先物ＴｏＳＴＮｅＴ取引

を継続して行わせることが適当でないと認める場合 

（ｃ）当取引所の施設に支障が生じた場合等において、取引を継続して行わせることが

困難であると認める場合 

 

２．ギブアップ ・ ギブアップを行うことができることとします。 ・ 長期国債先物取引と同様。 

３．証拠金 

 

・ 顧客の証拠金所要額及び非清算取引参加者の証拠金所要額は、株式会社日本証券クリ

アリング機構（以下「クリアリング機構」といいます。）が取引証拠金等に関する規

則等の規定に基づき定める証拠金所要額以上の額とします。 

 

・ 長期国債先物取引と同様。 

・ 証拠金は、クリアリング機構が定める

ところにより、SPAN(R)により計算さ

れます。 

・ ミニ長期国債先物とその他の国債証

券先物・オプション取引との間でリス

ク相殺（長期国債先物取引との間では

完全相殺）される予定です。 

４．値洗い等   

（１） 値洗い ・ 非清算参加者は、指定清算参加者との間で、日々値洗いを行います。 

 

・ 長期国債先物取引と同様。 

・ 清算参加者は、クリアリング機構の定

めるところにより、クリアリング機構
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項    目 内    容 備    考 

との間で、日々値洗いを行うこととな

ります。 

（２） 清算値段 ・ 清算値段は、クリアリング機構が、ミニ長期国債先物取引の清算値段として定める値

段とします。 

・ ミニ長期国債先物取引の清算値段は、

同一限月の長期国債先物取引の清算

値段と同じ値段となる予定です。 

５．決済方法   

（１） 建玉 ・ 新規の売付け及び買付けは、それぞれ建玉として算定します。 ・ 長期国債先物取引と同様。 

（２） 転売又は買戻

しによる決済 

・ 転売又は買戻しを行う場合には、清算システムを通じてクリアリング機構に申告する

ものとします。 

・ ミニ長期国債先物取引における売

（買）建玉と長期国債先物取引におけ

る買（売）建玉との相殺はできないも

のとします。 

（３） 最終決済   

 ａ 最終決済 ・ 取引最終日までの間に転売又は買戻しが行われなかった建玉については、取引最終日

から起算して３日目の日に、最終清算値段により最終決済を行うものとします。 

・ 長期国債先物取引と異なり、受渡決済

を行いません。 

ｂ 最終清算値段 ・ 最終清算値段は、各限月取引の取引最終日の翌日に定めるものとし、同一限月の長期

国債先物取引の取引最終日の始値とします。 

・ 長期国債先物取引の取引最終日の寄

付きに成行注文を出すことによって、

実質的にミニ長期国債先物取引のポ

ジションを長期国債先物取引に移す

ことができます。 

６．限月間スプレッド

取引 

・ 取引参加者は、当取引所が定めるところにより、次に掲げる限月取引間において、限

月間スプレッド取引を行うことができるものとします。 

①第一限月取引と第二限月取引との間 

②第一限月取引と第三限月取引との間 

③第二限月取引と第三限月取引との間 

・ 具体的な取引制度は、長期国債先物先

物取引と同様とします。 

 ・ 限月間スプレッド取引の呼値の単位は、額面１００円につき０．５銭とします。 ・ 限月取引と同様。 

７．取引参加者 ・ 総合取引参加者及び国債証券先物等取引参加者により取引を行うことができるものと

します。 

・ 長期国債先物先物取引と同様。 
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項    目 内    容 備    考 

９．その他   

（１） 相場情報の公

表 

・ 次の情報を相場報道システム等により公表することとします。 

（１） 四本値、気配、歩み情報 

  （２） 限月取引別取引高、総取引高概算 

  （３） 限月取引別建玉残高、総建玉残高 

・ 長期国債先物先物取引と同様。 

（２） 投資部門別取

引状況の公表 

・ ミニ長期国債先物取引として、長期国債先物取引その他の先物・オプション取引と区

分して公表します。 

・ 投資部門別に、売・買別の取引高を月間及び年間ベースにて公表します。 

 

   

Ⅲ 取引開始日等 ・ 取引開始日は、平成２１年３月２３日（予定）とします。  

   

以 上 
＜ミニ長期国債先物取引と長期国債先物取引の最終決済スケジュール＞ 
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